
入札公告 

 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の６及び大和郡山市契約規則（昭

和 39 年大和郡山市規則第８号）第３条に基づき、条件付一般競争入札（以下｢入札｣という。）

について次のとおり公告する。 

 

令和８年３月９日 

 

大和郡山市長 上田 清 

 

１．契約担当部局  

      〒639-1001 大和郡山市九条町 11 番地２  

      大和郡山市清掃センター  

電 話 0743-53-3463 

ＦＡＸ 0743-55-3570 

E-Mail seisou@city.yamatokoriyama.lg.jp 

 

２．入札に付する事項 

（１）入札件名     令和８年度 上半期ベール化ペットボトル売払単価 

（２）売払物件     入札仕様書のとおり 

（３）単価設定買取期間 令和８年４月１日から令和８年９月 30 日まで 

（４）引渡場所     奈良県大和郡山市九条町 11 番地２ 

（５）入札方法     上記単価設定買取期間におけるペットボトル及びＰＰキャップ

の１トンあたりの買取単価（税抜単価）及びその単価を用いて

算出した各年間推計買取額を記載すること。 

             予定価格以上で年間推計買取額の合計金額が最も高い者を落札

者とする。 

入札書に記載された買取単価に消費税相当額を加算した額をも

って契約額とする。（1 円未満の端数は切り捨てる。） 

 

３．入札参加資格 

  入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 

（１） 国税・地方税の滞納のない者であること。（市内に本店支店を有する事業者にあって

は、市民税の滞納もない者であること。） 

（２） 地方自治法施行令第 167 条の４の規定により一般競争入札への参加を排除されてい

ない者であること。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立がなされていな

い者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立がなさ

れている者（会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再

生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全

である者でないこと。 

（４） 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 

（５） 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。 



①代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められる、又は 

暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 

②代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、 

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用 

するなどしていると認められる。 

③代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若 

しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財 

産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力 

団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 

④代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべ 

き関係を有していると認められる。 

⑤代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運 

営に実質的に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、

組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。 

 

４．入札説明書等を交付する場所及び問合せ先 

   １に同じ なお入札説明書等は、大和郡山市公式ＨＰに掲載。 

     

 

５．入札参加資格の確認の申請 

  この入札に参加を希望する者は、３に掲げる入札参加資格を有することの確認を受け    

 るため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 

（１）提出期限 令和８年３月 18 日（水）17：00 （必着） 

（２）提出場所 １に同じ 

 

６．開札の日時及び場所等 

（１）開札の日時及び場所 

   令和８年３月 30 日（月）9：30  

   大和郡山市九条町 11 番地２ 大和郡山市清掃センター 会議室 

（２）入札書の提出方法 

   入札書を封筒に入れ、簡易書留郵便で令和８年３月 27 日（金）16：00 までに必着で

郵送すること。 

 

７．入札の無効 

  この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これら

の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

 なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において３に掲

げる資格のない者のした入札は無効とする。 

 

８．入札手続等 

（１）入札保証金 

大和郡山市契約規則第４条に規定する入札保証金を支払わなければならない。（金融

機関が振り出し又は支払保証した小切手により、入札開始前までに納付する。）ただし、

大和郡山市契約規則第６条の各号に該当する者はこれを免除する。 



 （２）契約保証金  

大和郡山市契約規則第 21 条に規定する契約保証金を支払わなければならない。た

だし、同規則第 22 条各号に該当する者は、これを免除する。 

 （３）契約書作成の要否 

 要する。 

 （４）支払い条件その他詳細 

 入札説明書による。 

  


